
令和 8 年度 安全計画【秋田聖徳会牛島ルンビニ園】 

◎安全点検 

（１）施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検 

（２）マニュアルの策定・共有 

分野 策定時期 見直し（再点検）予定時期 掲示・管理場所 

 ☑ 重大事故防止マニュアル  令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室      

☑ 午睡  令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室 

☑ 食事マニュアル 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室      

☑ プール・水遊び 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室      

☑ 園外活動 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室      

☑ 積雪 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室      

☑ 災害時マニュアル 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室     

☑ 119 番対応マニュアル 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室      

☑ 救急対応時マニュアル 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室     

☑ 不審者対応マニュアル 令和 5 年 4 月 1 日  令和 8 年 4 月 1 日 事務室       

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

重点 

点検箇所 

・緊急時の連絡体制の確認 （園児緊急連絡先、引

き渡しカード、職員緊急連絡網） 

・新年度体制の体制確認 

（避難経路、避難場所、避難方法、役割分担等） 

・園内外、遊具用具の安全点検、整備、清掃、消毒 

・非常用持ち出し袋の確認 

・園外保育の安全点検 

（散歩コース、公園の危険個所確

認、周知） 

・防災用具の点検 

・プール、水遊びの遊具用

具の安全点検 

・雨水の点検、泥除去 

・園庭の環境整備 

・大型遊具安全点検 

・プール、水遊

びの遊具用具

の安全点検 

 

・プール、水遊

びの遊具用具

の安全点検 

 

・非常食、備蓄の確認 

・室内外の運動用具の点検 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

重点 

点検箇所 

・暖房器具の点検、使用方法の確認 ・暖房器具の点検、使用方法

の確認 

・冬季の点検（氷止め、

駐車場、通路等） 

・駐車場融雪機の主電源

操作 

・冬季の点検

（氷止め、駐車

場、通路、屋根） 

・冬季の点検

（氷止め、駐車

場、通路、屋根） 

・駐車場融雪機の主電源操作 

・避難車、散歩車の点検 



◎児童・保護者に対する安全指導等 

（１）児童への安全指導（保育所の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等） 

 ４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 

乳児・１歳以上

３歳未満児 

・環境衛生整備 

・遊びや活動の際の事故防止     

・園外での事故防止 

（園庭、散歩） 

 

 

・熱中症対策 

・害虫駆除 

・水遊びの事故防止                                                                                                                        

 

・感染症予防 

・暖房器具による事故防止 

・戸外での遊び、遊びの場、遊び

の動線のへの配慮 

・クマ出没時の対応について 

 

・感染症予防    

・暖房器具による事故防止 

 

 

３歳以上児 

・園内の安全な生活の仕方 

・遊具、用具の使い方や事故防止 

・園外での事故防止 

（園庭、散歩、園外保育） 

・火災、地震等の避難の仕方 

・歩道の歩き方、横断歩道の渡り方 

 

・熱中症対策（暑い日の過ごし方） 

・害虫駆除 

・水遊び、プール遊びの安全な遊

び方、事故防止 

・不審者について 

・正しい交通ルールについて 

 

・戸外での遊び、遊びの場、遊び

の動線のへの配慮 

・暖房器具の安全な取扱い方 

・信号の正しい見方 

 

 

・冬の生活や安全について 

・豪雪への配慮と対応 

・暖房器具の安全な扱い方 

 

（２）保護者への説明・共有 

４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 

・緊急時の対応や対策についての周知 

・緊急連絡先や引き渡しカード、 

ICT サービス登録の確認 

・怪我や病気に関する連絡方法の確認 

（園だよりの活用） 

・通行許可証の期限確認 

・防犯施錠 

（保健だよりの活用） 

与薬・身体測定・手洗い・歯磨き 

・送迎時や駐車場での注意を伝言板等で

知らせ安全に送迎できるようする 

 

（園だよりの活用） 

・安全な送迎の仕方 

・警察立ち合い不審者避難訓練の報告 

（保健だよりの活用） 

・水遊びで注意したい感染症                 

・送迎時の安全や交通ルールについて 

・暖房器具の取扱い 

（園だより・ＨP の活用） 

・洪水、警察立ち合い不審者避難訓練の報告 

・夕暮れ時の送迎の仕方 

・クマ情報と対応について 

（保健だよりの活用） 

 ・冬の生活の仕方と注意したい感染症 

 ・感染性胃腸炎と処理の仕方 

・来年度入所児童に安全に関する取組

内容の周知を図る 

・就学に向けて通学路の交通安全 

（園だよりの活用） 

 ・融雪機の使用と凍結、積雪の際の

危険性について 

（保健だよりの活用） 

 ・予防接種の確認 

  



◎訓練・研修 

（１）訓練のテーマ・取組 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

避難 

訓練等 

※１ 

・避難訓練 

  火災想定 

（近隣火災想定） 

・避難訓練 

地震想定 

（震度 4 想定） 

・避難訓練 

 クマ目撃情報想定 

・避難訓練 

不審者対応警察立ち合

い 

・避難訓練 

大雨による河川の氾濫想定 

（洪水想定） 

・避難訓練 

保護者参加引き渡し訓練 

（建物損壊津波） 

その他 

※２ 

・救急対応 

（エピペンの使用、アレルギ

ー・熱性けいれんの対応等） 

・救急対応 

（エピペンの使用等） 

・水遊び、プール遊び

の留意事項等につ

いて 

・救急対応 

（心肺蘇生法、ＡＥＤの

使用、乳幼児の異物除去） 

 

  

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

避難 

訓練等 

※１ 

・避難訓練  

 消防立ち合い 

（給食室火災想定） 

・避難訓練 

（児童センター火災想定） 

（駐車場から 5 丁目公園 

      へ二次避難） 

・避難訓練 

 不審者 

（園内での対応） 

・避難訓練 

（近隣火災想定～ 

  土曜体制の避難） 

・避難訓練 

 豪雪想定 

・避難訓練 

 地震想定 

（震度 5 想定） 

その他 

※２ 

・119 番通報訓練   ・ICT サービスおたよ

り機能送受信確認

訓練 

  

※１「避難訓練等」・・・設備運営基準第６条第２項の規定に基づき毎月１回以上実施する避難及び消火に対する訓練 

※２「その他」・・・「避難訓練等」以外の 119 番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去。ＡＥＤ・エピペン®の使用等）、不審者対応、送迎バスにおける見

落とし防止等 

（２）訓練の参加予定者（全員参加を除く。） 

訓練内容 参加予定者 

不審者（外部侵入者）対応 全職員 

119 番通報訓練 全職員 

 消火訓練 職員交代・毎月実施 

 



 

（３）職員への研修・講習（園内実施・外部実施を明記） 

４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 

・【園内】エピペンの使用に係る研修 

・【園内】園児の状況確認 

    （アレルギー・熱性けいれん） 

・【外部】心肺蘇生法、乳幼児の異物除

去に係る研修 

・【園内】子どもの重大事故を防ぐため

の周知について（水遊び） 

・【園内】エピペンの使用に係る再研修 

・【園内】アレルギー対応等保健研修 

・【園内】不審者（外部侵入者）対応に係

る研修 

（防犯用品の使用方法など） 

 

（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール  ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする 

秋田県幼保推進課主催：食物アレルギー対応研修会(食物アレルギー・エピペン対応)  

秋田県保育士等キャリアアップ研修（保健衛生・安全対策・アレルギー対応    ） 

秋田県総合教育センター主催：救急に役立つ応急手当 

 

 

◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等） 

・年間のヒヤリハット、インシデントを振り返り分析を通して、改善点を共通理解する（園内研修） 

・秋田市子ども育成課や秋田中央警察署、牛島交番等からの情報共有によりクマ出没対策に講じる 

 

◎その他の安全確保に向けた取組（地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等） 

・保護者参加型の引き渡し訓練の実施（ICT サービスおたより機能を活用） 

・緊急時の保護者との連絡ツール対応確認（ICT サービスおたより機能を活用～保護者からの連絡確認） 

・業務継続計画、避難確保計画、安全計画の職員の周知 

 


